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★現在、議会事務局の内部組織は「議会総務課」と「議事調査課」の２課で構成される。   

今回、議会事務局を「議会局」へと改編することに伴い、議会総務課の事務分掌に「議員

の政策立案に係る調査研究及び補助に関すること」を新設するとともに、議事調査課から

議会総務課に、法務調査等の事務を移管する。これに合わせ、「議事調査課」については

「議事広報課」に呼称を改める。 

 

★法律上、「事務局」として議会に設置することが定められている「議会事務局」を「議会

局」と呼称し位置づけるのは、政令指定都市を除く府内の市では初となる。 

 

★枚方市議会では、これまでから、オンライン委員会の開催や、本会議のオンライン質問に

係る国の通知を踏まえ、一般質問についてオンラインで実施できる環境整備を行ったほか、

議案書や委員協議会資料のホームページ掲載、令和８年予算特別委員会からの映像による

インターネット配信の実施など、議会のＩＣＴ化等、機能強化にも積極的に取り組んでき

た。また、この間、議会広報活動にも力を入れており、第１８回マニフェスト大賞２０２

３で優秀躍進賞を受賞した「全議員自己紹介動画」や議会報へのプレゼント付きクイズ 

コーナー「ぎかい探
たん

Ｑ
きゅう

」の掲載等のほか、さらに開かれた議会、市民により身近な議会

をめざし、議会の公式インスタグラムや YouTubeでの発信、主権者教育に係る子ども向け 

動画の作成、市民と議会をつなぐ公式マスコットキャラクターとして誕生した「いろりあ」

によるＰＲなどの取組も進めている。 

 

 ＜お問い合わせ＞ 

 市議会事務局 議会総務課 

 ☎072-841-1527 Fax072-841-0240 Mail：gikai@city.hirakata.osaka.jp 

 枚方市議会では、議会の一層の機能強化を図り、プレゼンス（存在感）をより発揮する

ため、議会事務局を議会局へと改編するための関連条例等の改正議案を３月５日の本会

議で可決した。議会局は、議会の政策立案機能を高めるための補佐機能を中心的な事務と

するとともに、議会に対して提案を行い得る位置付けとすることなど、今まで以上に議会

と議会局職員が両輪となる「チーム議会」としての協働体制を採るものとなる。 

 二元代表制の一翼を担う議会では、施策の提案・立案機能や、市長の提案内容に対する

チェック機能の一層の向上は常に求められ、議事・議決機関としての役割の重要性が近年

ますます高まっている。 

さらなる機能強化、プレゼンスの発揮へ 
令和８年４月から、議会事務局を「議会局」に組織改編 

令和８年（2026年）３月５日 
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